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仙台市立桜丘小学校ＰＴＡ会則 
 

第１章 総  則 

 
第１条  この会は、仙台市立桜丘小学校ＰＴＡと称し、事務局を同校内に置く。 
第２条  この会の会員となることのできるものは次のとおりである。 

（１）仙台市立桜丘小学校に在校する児童の父母またはこれに代わるもの。 
（２）同校の職員。 

第３条  この会の会員はすべて平等の権利と義務を有し、会費を納めるものとする。 
会費の額は総会で決定する。ただし、特別の事情のあるものについては、 
役員会に諮って会費の負担を減免することができる。 

第４条  この会の活動に必要な事項について企画・立案するために常置委員会を置く。 
第５条  この会の活動を充実推進するために、学年委員会及び地区委員会を置く。 
第６条  この会の活動を円滑に行うために、次の連絡協議会を置く。 

（１）常置連絡協議会 
（２）学年連絡協議会 
（３）地区連絡協議会 

第７条  常置委員会、学年委員会、地区委員会及び連絡協議会の組織運営に関する

事項は、細則で定める。 

 

第２章 目的及び事業 

  
第８条  この会は、会員が協力して学校と家庭と社会における児童の健全な成長を

図るとともに、会員の教養を高め、学校教育及び社会教育に寄与すること

を目的とする。 
第９条  前条の目的を達成するために、次のことを行う。 

（１）家庭と学校の連携によって児童の生活を指導する。 
（２）児童の健康増進・スポーツ振興を図る。 
（３）児童の生活環境をよくすることに努める。 
（４）児童の保護ならびに学習の奨励援助をする。 
（５）会員相互の親睦と教養研鑽に努める。 
（６）教育の振興に関する研修。 
（７）その他、この会の目的達成のために必要な事項。 
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第３章 方  針 

 
第１０条 この会は、教育を主目的として活動する民主団体として、次の方針に従っ

て活動する。 
（１）児童の教育ならびに福祉のため活動するほかの団体及び機関と協力する。 
（２）特定の宗教や政党に片寄った活動はしない。 
（３）他のいかなる団体からも支配、干渉は受けない。 
（４）学校の諸問題に関して学校、その他の諸団体などと話し合い、その任務 

に協力するために意見を述べ資料を提供するが、学校行政及び人事には 
干渉しない。 

（５）仙台市ＰＴＡ協議会、青葉区ＰＴＡ連合会、日本ＰＴＡ全国協議会に入 
会する。 

 

第４章 役員及および監事 

 
第１１条 この会に次の役員を置く。（以下Ｐは保護者、Ｔは教職員とする。） 

 （１） 会長  １名（Ｐ）     （２） 副会長  ３名（Ｐ２、Ｔ１） 
 （３） 事務長 １名（Ｐ）     （４） 事務次長 ２名（Ｐ１、Ｔ１） 

   （５） 会計  ２名（Ｐ１、Ｔ１） （６） 書記   １名（Ｐ） 
   （７） 幹事（各連絡協議会委員長）３名（Ｐ） 
第１２条 この会に監事２名（Ｐ）を置く。 
第１３条 役員ならびに監事の選出については別に定める細則にもとづき、選考委員 

会で選考の上、紙面により会員へ発表する。ただし、次の役員は選考委員 
会の選考を経ないものとする。 

（１）学校側より選出される役員は、校長が教職員の中より推薦し、総会で報告

する。 
（２）幹事は各連絡協議会の委員長が兼ねるものとする。 

第１４条 役員及び監事の任期は４月１日から３月３１日とし、年度ごとに改選する。  
     再任は１回までとする。ただし、自薦かつ選考委員会が推薦する場合は、 

この限りではない。 
（１）補欠によって就任した役員及び監事の任期は前任者の残存期間とする。 

第１５条 役員及び監事に欠員が生じたときは、選考委員会で後任者を補欠し、会員  
     に報告するものとする。 
第１６条 役員及び監事は次の職務を行う。 
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（１）会長は会務を統括し、この会を代表するとともに次の職務を行う。 
ア 総会及び運営委員会を召集する。 
イ 常置委員会・学年委員会・地区委員会の委員長ならびに副委員長を委 
  嘱する。 
ウ 選考委員会・監査を除くすべての集会に出席して意見を述べる。 
エ その他この会の運営に必要な事項について企画立案させる。 

（２）副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する 
（３）事務長は会長の命を受け、この会の事務を行うとともに次の職務を行う。 

ア 総会の議決にもとづくこの会の事務の運営にあたる。 
イ 運営委員会・常置委員会・学年委員会・地区委員会・連絡協議会の連絡 

調整にあたる。 
ウ 総会及び運営委員会に提出する議案の立案にあたる。 
エ この会の記録、通信、その他の重要書類を保管する。 
オ その他、会長の指示に従ってこの会の庶務を行う。 

（４）事務次長は事務長を補佐する。 
（５）会計は、次の職務を行う。 

ア 事務長とともに予算編成委員会に提出する予算原案を作成する。 
イ 必要に応じ補正予算案を作成する。 
ウ 総会が決定した予算にもとづいて一切の会計事務を処理する。 
エ 総会において、あらかじめ監事の監査を経た上、会計報告をする。 
オ この会の財産を管理する。 
カ その他、この会の会計に関する事項を行う。 

（６）書記は、事務長の指示に従い、この会の庶務事務を行うとともに総会及 
び運営委員会の議事ならびに、この会の活動に関する重要事項を記録する。 

（７）幹事は連絡協議会を代表し、この会の企画運営にあたる。 
（８）監事は次の職務を行う。 

ア この会の経理状況を監査し、総会で報告する。 
イ 必要に応じて随時、会計監査を行う。 

第１７条 この会に顧問及び参与を置く。 
（１）顧問（会長を退いたもの）・参与（校長） 
（２）顧問は、会長の諮問に応じる。参与はこの会の会務に参与する。 

 

第５章 会  議 

 
第１８条 この会の会議は、総会、運営委員会、役員会とする。 
第１９条 総会は全会員をもって構成し、この会の最高の議決機関である。 

（１）総会の議長は、その都度会員より選出する。 
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第２０条 総会は定期総会及び臨時総会とする。 
第２１条 定期総会は毎年４月に開くものとする。 
第２２条 定期総会は次の事項について協議する。 

（１）４月総会 
     ア 前年度行事の報告ならびに前年度決算の承認 
     イ 年間行事ならびに年間予算の承認 
     ウ 新役員、監事の承認 
     エ その他、この会の運営に関する重要事項 
第２３条 臨時総会は役員会が必要と認めたとき、及び会員の半数以上から会議に付 
     すべき議案を示して総会開催の要求があったときに開催する。 
第２４条 総会は会員の３分の２以上（委任状含む）の出席により成立する。 

（１）総会の議事は出席会員の過半数で決める。 
第２５条 運営委員会は、役員、常置委員長、地区委員長、学年委員長及び参与をも 
     って構成し必要に応じて会を開き、次の事項を協議する。 

（１）総会に付議する事項 
（２）総会で決定された事項の執行に関すること 
（３）細則・規程の制定及び改廃  
（４）その他、この会の会務執行に関する事項 

     臨時総会を開くことが不可能な場合には、会務の執行について協議決定 
     することができる。 

（５）会議の議長はその都度出席者の中から選出する。 
第２６条 役員会は必要に応じ開催し、この会の企画、ならびに緊急を要する事項の 
     運営処理にあたる。 
     なお、役員会は役員のほか、参与も参加するものとする。 
第２７条 会議には、監事をはじめ（特に）会長から出席を求められたものは意見を    
     述べることはできるが、議決に加わることはできない。 

 

第６章 会  計 

 
第２８条 この会の会計年度は毎年４月１日から始まり、翌年３月３１日に終わる。 
第２９条 この会の運営に要する経費は、会費及び他の収入をもってあてる。 
第３０条 この会の会費は、一家庭につき第３条の定めるところにより徴収する。 
第３１条 この会の経理は、総会において議決された予算にもとづいて行われる。た 

だし、予算の補正は、運営委員会の議決により行う。その場合には結果を   
     会員に報告しなければならない。 
第３２条 決算は会計監査を経て、すべて総会に報告し、承認を得なければならない。 
第３３条 その他必要な事項は、細則で定める。 
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第７章 細  則 

 
第３４条 この会の運営について必要な事項は、この会則に反しない限り運営委員会  
     に諮り細則で定める。 

 

第８章 改  正 

 
第３５条 この会則は、総会において委任状を含めて出席者の３分の２以上の賛成 
     がなければ、改正することができない。 

 

第９章 付  則 

 
第３６条 この会則は、昭和５４年４月２６日から施行する。 

〇 昭和５５年４月２４日一部改正 
〇 昭和５７年４月２４日一部改正 
〇 昭和５８年４月２５日一部改正 
〇 平成 ３年４月２０日一部改正 
〇 平成 ８年４月２０日一部改正 
〇 平成 ９年４月１９日一部改正 
〇 平成１３年４月２１日一部改正 
〇 平成２０年４月２４日一部改正 
〇 平成２１年４月２４日一部改正 
〇 令和 元 年５月 １ 日一部改正 
〇 令和 ４年４月２８日一部改正 
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仙台市立桜丘小学校ＰＴＡ細則 

 

第１章 選考委員会 

 
第１条  この委員会の委員は、各地区Ｐ１名（ただし１０世帯未満の地区は除く）、

各学年委員１名及びＴ２名をもって構成し、会長が委嘱する。 
第２条  この委員会に委員長・副委員長を置き、選出は互選とする。 
第３条  委員の任期は１年とする。 
第４条  この委員会設置後の会議は、委員長が招集する。 
第５条  この委員会で役員候補を推薦するときは、同一地区、同一学年に集中しない 

 ように選考することを旨とする。 
第６条  この委員会で次年度の役員を選考の上、紙面により会員へ発表する。なお、 

 発表の前に各役員から承認を得る。 

 

第２章 常置委員会 

 
第７条  この会に次の常置委員会を置く。 
   （１） 広報委員会 

（２） 文化教養・保健体育委員会（文教保体委員会） 
（３） 健全育成委員会 

第８条  常置委員会の委員は、健全育成委員会については各地区のＰ１名（ただし 
１０世帯未満の地区は除く）その他の委員会についてはＰ１～２名、Ｔ若干 
名をもって構成し、会長が委嘱する。 

第９条  常置委員会は、委員長、副委員長を互選により決め、会長が委嘱する。 
第１０条 委員長は、この会を代表し、会に属する活動を統括する。副委員長は、委  
     員長を補佐し、委員長に事故があるときはこれを代行する。 
第１１条 委員の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。 
第１２条 常置委員会は、次のことを行う。 

（１）広報委員会 
会員に対する情報伝達および広報に関する事項 

（２）文化教養・保健体育委員会 
会員・児童の文化教養及び会員・児童の保健体育に関する事項 

（３）健全育成委員会 
児童の健全育成に関する事項 
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第１３条 常置委員会は委員長が招集し、議長に委員長があたる。会長が必要と認め  
     たときは、委員長に対しその会議の開催を求めることができる。 
第１４条 この細則に定められているもののほか、常置委員会の運営に必要な事項は、   
     常置委員会において定めることができる。 
第１５条 各常置委員会の委員長は、運営委員会の委員となる。 

 

第３章 学年委員会 

 
第１６条 各学年に学年会を設ける。学年会はその学年に所属する会員をもって構成   
     する。 
第１７条 各学年ごとに学年委員会を設ける。学年委員会は、学級選出の委員（１～ 

２名）によって構成し、学年委員の互選により学年委員長１名を定め、会 
長が委嘱する。学年委員会は、学年会活動の企画運営にあたる。 

第１８条 学年委員長は、その学年会の会務を学年主任と協議のうえ執行するととも 
に、その学年会を代表し、運営委員会の委員となる。 

 

第４章 地区委員会 

 
第１９条 この会に次の地区会を置く。 

①青空  ②青葉台 ③春日  ④公苑  ⑤行楽園 ⑥さつき ⑦中央 
   ⑧七丁目 ⑨ハイツ ⑩東   ⑪光   ⑫みなみ ⑬友愛  ⑭四ツ葉 
   ⑮六丁目 

第２０条 地区会は、その地区に属する全会員をもって構成する。 
第２１条 各地区会に地区委員会を設け、委員長・副委員長・委員若干名を置く。委 
     員長・副委員長は地区会の推薦によるものとし、会長が委嘱する。地区委 

員会は、地区活動の企画運営に当たる。 
第２２条 委員長は、その地区を代表して会に属する活動を統括し、運営委員会の委    

員となる。副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その 
職務を代行する。 

第２３条 地区会は次のことを行う。 
   （１）各委員会と密接な連絡を保ちながら、この会の目的および事業の徹底に 
      努める。 

（２）地区会員相互の融和と親睦を図る。 
（３）地区環境の浄化を図る。 
（４）子ども会の育成にあたる。 
（５）町内会との連携を図り、その事業に協力する。 
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第５章 連絡協議会 

 
第２４条 連絡協議会の構成は次のとおりとする。 

（１）この会に常置連絡協議会、学年連絡協議会、地区連絡協議会を置く。 
（２）各連絡協議会は、各常置委員長、各学年委員長、各地区長をもって構成 

し委員長、副委員長は委員の互選によって決める。 
（３）委員長は各連絡協議会の代表として役員会の幹事となる。 
（４）副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代 

行し幹事代理として役員会に臨むことができる。 
第２５条 連絡協議会は、次のことを行う。 

（１）それぞれの委員会との連絡調整・情報交換 
（２）役員会・運営委員会との連携 

 

第６章 会  計  

 
第２６条 この会の経理の構成・権限は次のとおりである。 

（１）この会の収入・支出はすべて予算に組み入れなければならない。 
（２）会計はこの会の会費またはその他の収入等一般会計、又はその他の会計 

の事務にあたる。 
第２７条 予算編成委員会を構成する。構成員は役員とする。 
第２８条 予算編成に際しては次の順序による。 

（１）当該年度の会長の基本方針の説明と討議 
（２）各委員会の年間計画と予算要求書の提出 
（３）事務長ならびに会計は、予算要求書の集計と査定により原案を作り予算 

編成委員会に提出する。 
（４）予算編成委員会は、原案を審議し総会に提出する。 
（５）予算編成について、総会に次の説明をする。 
（イ）予算編成の基本方針 
（ロ）前年度との比較および各項目ごと増減の関係とその理由 
（ハ）財源の基礎 

第２９条 予算執行は総会で議決された予算にもとづき行う。ただし予算が決定するま 
では前年度予算に準じて執行する。また予算執行は予算費目の全額の範囲 
内で行うが、次の例外を認める。 

（１）款間の流用は役員会の承認を得て行う。 
（２）項間の流用は会長の決済を得て行う。 
（３）予備費をもって補充支出する場合は、役員会の承認を得なければならな 

い。 
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（４）予算の補正は運営委員会の承認を得るものとする。 
第３０条 この会の経理事務は、次の帳票をもって構成する。 

 （１） 現金出納簿           （２） 費目別会計簿 
 （３） 収入・支出伺書および領収書綴簿 （４） 会費徴収簿 

第３１条 収入・支出伺書には会長の決済承認印を必要とする。 
第３２条 表彰・慶弔に関するものについては、別に定める規程によるものと  

   する。 
第３３条 会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

第７章 個人情報の保護 

第３４条 この会がＰＴＡ活動を推進するために必要とする会員の個人情報の取得・ 
利用・提供および管理については、個人情報取扱規則に定め、適正に運用 
するものとする。 

 

第８章 改  正 

第３５条 この細則は運営委員会において、構成員の３分の２以上の賛成がなければ  
     改正することはできない。改正の結果については全会員に報告するものと   
     する。 

 

第９章 付  則 

 
第３６条 この細則は、昭和５７年３月１３日から施行する。 

〇 平成 ３年 ３月３１日一部改正 
〇 平成１３年 ４月２１日一部改正 
〇 平成２０年 ２月２５日一部改正 
〇 平成２０年１１月２０日一部改正 
〇 平成２１年 ４月２４日一部改正 
〇 令和 元 年 ５月 １日一部改正 
○  令和 ３年１１月１７日一部改正 
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仙台市立桜丘小学校ＰＴＡ個人情報取扱規則 
 

第１条  （目的） 

仙台市立桜丘小学校ＰＴＡ（以下、「本会」という）が保有する個

人情報の適正な取扱いと活動の円滑化な運営を図るため、個人の権

利・利益を保護することを目的に、ＰＴＡ役員名簿・会員名簿・行

事などの記録や写真およびその他の個人情報の取扱いについて定め

るものとする。 

第２条  （責務） 

本会は、個人情報の重要性を認識し、個人情報保護法及び本規則に

もとづき、本会で取り扱う個人情報の取得・利用・提供および管理

を適正に行う。 

第３条  （個人情報の定義） 

個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含

まれる氏名・生年月日その他の記述等により特定の個人を識別でき

るもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の

個人を識別することができるものを含む）をいう。 

第４条  （管理者） 

本会における個人情報の管理者は、会長とする。 

第５条  （取扱者） 

本会における個人情報の取扱者は、役員および委員とする。 

第６条  （守秘義務） 

個人情報の管理者および取扱者は、職務上知り得た情報をみだりに

他人に知らせ、不当な目的に使用してはならない。その職を退いた

後も同様とする。 

第７条  （個人情報の適正な取得） 

個人情報を取得する際は、あらかじめ利用目的を定め、公開し、本

人に明示する。 

第８条  （周知） 

個人情報の取扱い方法は、総会資料等で会員に周知する。 
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第９条  （個人情報の利用目的） 

取得した個人情報は、次の目的に沿った利用を行うものとする。 

     （１）会費の集金・管理 

（２）役員・委員の選出 

（３）会員への文書の送付 

（４）本会が主催および参加する活動の名簿作成・連絡 

第１０条 （個人情報の利用制限） 

本会は、あらかじめ本人の同意を得ないで、第９条により特定され

た利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱わないものとする。 

第１１条 （管理） 

個人情報は、管理者または取扱者が適正に管理する。また、不要と

なった個人情報は、管理者立会いのもとで、適正かつ速やかに返却

または廃棄するものとする。 

第１２条 （保管及び持出等） 

個人情報は、それを取り扱う電子機器・電子媒体に、パスワードを

かけるなど適切に保管する。 

第１３条 （第三者提供の制限） 

個人情報は、次の場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第

三者への提供を行わないものとする。 

（１）法令にもとづく場合 

（２）人の生命、身体又は財産保護のために緊急を要する場合 

（３）公衆衛生の向上又は児童の健全育成の推進に必要がある場合 

（４）国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けたものが、 

法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある

場合 

第１４条 （個人情報の共同利用） 

本会は、仙台市立桜丘小学校と利用目的の範囲内で取得した個人情

報を共同利用することがある。 

第１５条 （第三者提供にかかる記録の作成等） 

個人情報を第三者（第１３条第１号から第４号および県・市役所・

区役所を除く）に提供した時は、次の項目について記録を作成し保

存する。 

（１）第三者の氏名 
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（２）第三者が個人情報を取得した経緯 

（３）提供を受ける対象者の氏名 

（４）対象者の同意を得ている旨（事業者ではない個人から提供を受 

ける場合は記録不要） 

第１６条 （第三者提供を受ける際の確認等） 

第三者（第１３条第１号から第４号および県・市役所・区役所を除

く）から個人情報の提供を受けるときは、次の項目について記録を

作成し保存する。 

（１）第三者の氏名 

（２）第三者が個人情報を取得した経緯 

（３）提供を受ける対象者の氏名 

（４）提供を受ける情報の項目 

（５）対象者の同意を得ている旨（事業者ではない個人から提供を受 

ける場合は記録不要） 

第１７条 （情報の開示等） 

本会は、本人から個人情報の開示・利用停止・追加・削除を求めら

れた時は法令に沿ってこれに応じる。 

第１８条 （情報漏えい対策） 

個人情報を漏えい（紛失含む）した恐れがあることを把握した場合

は、直ちに管理者へ報告する。 

第１９条 （研修） 

本会は、個人情報の取扱者に対して、定期的に個人情報の取扱いに

関する留意事項について研修を実施する。 

第２０条 （苦情の処理） 

本会は、個人情報の取扱いに関する苦情について、適切かつ迅速な

処理に努める。 

第２１条 （改正） 

本規則は、運営委員会において、構成員の３分の２以上の賛成がな

ければ改正することはできない。改正の結果については、全会員に

報告するものとする。 

 

第２２条 （付則） 

  本規則は、令和元年５月１日より施行する。 



 －13－  

仙台市立桜丘小学校ＰＴＡ慶弔慰及び表彰規程 

 

第１条 本規程は、仙台市立桜丘小学校ＰＴＡ慶弔慰及び表彰規程と称する。 

第２条 本規程は、仙台市立桜丘小学校ＰＴＡ会則（以下「会則」という）第８条の目的

達成のために、同２条の構成員ならびに仙台市立桜丘小学校児童（以下「児童」

という）にかかる慶弔慰事および表彰に際し、その意を表すことにより福祉活動

の充実を図り、併せて組織活動の発展に寄与することを目的とする。 

第３条 本規程適用資格は、会員ならびに児童であることにより発生し、その喪失は教職

員の転勤については発令日、児童の転校については転校の届出日とし、教職員の

退職・会員の完退および死亡等については発令または、事実発生の日までとする。 

第４条 本規程の運用に要する経費は、一般会計予算支出とする。 

第５条 本規程に定めないもので、特に必要と認められる場合は、運営委員会の議決を経

て支出することができる。 

第６条 本規程により支出し得るものは、次の各項に定められたものにする。 

     以下次の項を起こす。 

    １ 慶   祝 

     必要と認められる場合は、運営委員会の議決を経て支出することができる。 

    ２ 弔   慰 

     状況に応じて、役員会の議決を経て支出する。 

     ① 会員が死亡した時・・・・・花と弔電と香典五千円 

     ② 本校児童が死亡した時・・・花と弔電と香典五千円    

    ３ 表   彰 

本会のために特に功労ありと認められる者は運営委員会の議決を経て表彰す

る。 

第７条 この規程は運営委員会において、構成員の３分の２以上の賛成がなければ改正す

ることはできない。改正の結果については全会員に報告するものとする。 

第８条 付  則 

    本規程は、昭和５０年５月３１日から施行する。 

        〇 平成 ３年３月３１日一部改正 

        〇 平成１３年４月２１日一部改正 

        〇 平成２０年４月２４日一部改正 

        〇 令和 元 年７月１７日一部改正 

 


